
商工会だより 

平取町内飲食店 6 店で構成する地産地消の会は、「町

民税１%まちづくり事業」を活用し、びらとり和牛をふ

んだんに使用したハヤシソース「びら 

とり和牛 贅沢ハヤシ」を開発・販売し 

ました。地産地消の会の加盟店で販売 

しております。ぜひご賞味ください。 

１個（200ｇ）860円（税込） 

「平取トマトスタンプ会」は、 

「びらとりトマトカード会」へ名称変更いたしました。 

変わらぬご愛顧のほどお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 次                                新会員のご紹介（平成 27年 11 月以降） 

 ●通常総会開催報告    １Page  ○㈱互野商会 代表 互野由紀男 氏 

●各地区イベントの開催  ２Page              地区：貫気別 ／ H27.11 加入 

●各種事業の報告     ３Page  ○西松・岩田地崎・岩倉特定建設工事共同企業体 

●金融・共済情報     ４Page         代表 大木洋平 氏 

○各地区イベントの開催 ２Page               地区：貫気別 ／ H27.12 加入 

 ●金融・共済情報     ４Page    ○平取カントリー倶楽部レストラン 

○金融・共済情報    ４Page          代表 坂東昌利 氏 

○各地区イベントの開催 ２Page                 地区：本 町 ／ H28.16 加入 

平成 28 年度 通常総会開催される 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局よりお知らせ ～ 新職員紹介 ～     贅沢ハヤシ 絶賛販売中!! 

 

 

 

 

 

 

 

                            名称が変わりました 

 

 

 

29 歳 

 さる 5月 20日、ふれあいセンターびらとりにおいて、平成 28年度第 55回通常総会が開催されました。 

 総会では 

   ① 平成 27年度事業報告並びに一般会計収支決算報告について 

   ② 平成 27年度労働保険事務組合保険料等の徴収納付状況報告について 

   ③ 平成 28年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について 

   ④ 一時借入金限度額の承認について 

   ⑤ 財政運営引当預金の一時取崩しについて 

   ⑥ 附帯決議について（予算の変更に伴う理事会への一任） 

 上記の議案が審議され全議案が承認・可決されました。 
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北海道最低賃金 

効力発生日：平成 28年 10月 1日 

７８６円 時間額 

8月 1日（月）より新規職員を採用いたしました。 

皆様、どうぞよろしくお願いいたします。  

 

 

 

 

8月1日より平取町商工会の記帳専任職員となりました、 

大内貴弘と申します。 

 入社して間もなく学ぶべきことが多くありますが、皆様

のお役に立てるよう日々研鑽して参りたいと思っており

ます。また皆様との交流を通じ、1 日でも早く平取町での

生活になれていけたらと考えております。 

よろしくお願い申し上げます。 

    
自 己 紹

介 

介 

記帳専任職員 大内 貴弘 

会館時間 

10:00～12:00 
と 

13:00～16:00 



各地区のイベントを開催する ～ 商工まつり ～ 

●モンキーリバーランド夏まつり ～ 本町地区 ～ 

第 30回モンキーリバーランド夏まつり（沙流川共和国 櫻井国王）が 7月 3 日（日）、 

ふれあいセンターびらとり南側駐車場で開催されました。 

今回は 30周年記念イベントとして陸上自衛隊北部方面音楽隊による演奏会を行い、大 

人から子どもまで楽しめる演奏内容で、会場は盛り上がりました。また、恒例のイベント 

「やまべのつかみどり」や「フワフワ遊具」、ゲームコーナーや名物のモンキーバーガーな

ど数多くの出店もあり、会場は笑顔であふれ、思い出に残る一日となりました。 

●貫気別ファミリーフェスティバル ～ 貫気別地区 ～ 

                             第 29 回貫気別ファミリーフェスティバル（丹野信一 実行委員長）が 6 月 26 日（日）、

貫気別生活館で開催されました。 

                            当日は雨天のため生活館内での実施となりましたが、子どもが楽しめるゲーム大会、そ

うめん、焼肉、フランクフルトなどのグルメ市で心も体も満たされました。豪華景品が当

たる抽選会で盛り上がり、締めはもちまきが行われ大盛況のうちに終了いたしました。 

 

●幌尻まつり ～ 振内地区 ～ 

                第 29回幌尻まつり（樫野公 実行委員長）が 7月 31日（日）、振内鉄道記念公園で開催

されました。 

               オープニングの幌尻太鼓に始まり、フラダンス、YOSAKOI、ものまねショー、天まで頂 

け幌尻岳などステージ上ではたくさんの催しものが行われ盛り上がりました。会場内では

名物の「平取和牛の丸焼き」や、ゆでとうきび等のうまいもの市が開催されました。締め

はメロンが当たるもちまきが行われ、大いに賑わっていました。 

 

青年部事業 ～ 若くてフレッシュな力で平取町を盛り上げましょう！ ～ 

 商工会青年部（部長 高橋辰弥）では、只今部員を募集中です。どのような事業を行っているか写真でご紹介します。 

他にも日高管内の青年部との交流・研修会など盛りだくさんです。興味のある方は商工会事務局へお問い合わせください。 

 

 

 

 

女性部事業 ～ 私達の思いを力に代えて！ ～ 

 商工会女性部（部長 遠藤緑）は部員 34 名で、私達は地域振興・福祉事業・研修、又、日高管内女性部と交流・親睦

などを行い、微力ではありますけれど地域に貢献できる事をうれしく思っております。 
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チャリティービールパーティー トマトアイス PR事業 沙流川まつり出店 義経雪あかりモニュメント作成 

すずらん観賞会 

hiroba 

ふれあい広場 

hiroba 

沙流川まつり 

hiroba 

視察研修旅行 

hiroba 

平取町商工会女性部 検索 



高齢者等の地域見守り活動に関する協定を締結した 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

吉田類さんが平取町へやって来ました 
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平取町（主管：保健福祉課）と平取町商工会では、8 月 24 日（水）、「平取町における

高齢者等の地域見守り活動に関する協定書」を調印締結した。高齢者等の孤立死や子供

など弱者も含め、安心して暮らせる地域づくりを目指すための活動についての協定であ

り、①その方最近足元がおぼつかないなあ②何度も同じことを聞いているし、会話も以

前よりかみ合わない③配達に行ったけど、郵便受けに新聞や郵便物が相当量たまってる

④何日間にもわたり洗濯物が干したままになっている⑤日中カーテンが開いたままにな

っている⑥相当期間除雪がされた形跡がない⑦怒鳴る声や悲鳴が聞こえるなどがあった 

場合など、商工会員の皆様やその従業員の方に、日頃のお仕事の“ついでに”見守りをお願いし、①～⑦のような場

面がありましたら、平取町地域包括センター（℡01457-2-3700）に連絡をしていただく（場合により緊急性があるも

のなどは救急車や警察への通報）ことにより、最悪の状況を回避し地域の安全に貢献するシステムであり、会員の皆

様には趣旨ご理解を頂きご協力をお願いいたします。なお、詳細につきましては本誌配布の封筒に同封いたしました

文書を参照願います。 

 

 酒場詩人として知られる吉田類さんが HBC テレビ「吉田類 北海道ぶらり街めぐり平

取編」収録のため平取町へやって来ました（TV 放送済）。「びらとり温泉 ゆから」、「焼肉

亭 沙流苑」、「味処うえの」等を訪れ、びらとり和牛や漁火成吉思汗、平取特産のトマト

など酒を片手に平取を存分に味わい、魅力を PR していただきました。 

労働保険の加入はお済みですか？ ～ 労働者を雇用したら必ず加入しましょう ～ 

 
Ｑ 労働保険とは何ですか。 

Ａ 労働者災害補償保険（労災保険）と雇用保険とを総称した言葉です。 

 ・労災保険…労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷、病気、死亡された場合に被災労働者や遺族を保護する

ため必要な保険給付を行うための保険制度 

  CHECK  労働者（パートタイム・アルバイト含む）を一人でも雇用していれば、労働保険の適用事業となり、 

事業主は加入手続きを行い、労働保険料の納付が必要です。（農林水産の一部の事業は除く） 

 ・雇用保険…労働者が失業した場合に、失業等給付を支給したり再就職を促進する事業を行うための保険制度 

  CHECK  雇用保険被保険者（一般被保険者）の対象となる労働者とは？ 

       ①年齢は 65 歳未満 ②同一事業主の適用事業に継続して 31 日以上雇用される見込がある 

       ③1 週間の所定労働時間が 20 時間以上ある  その他詳細はお問い合わせください。 

11月は労働保険適用促進強化期間です。 

中小企業・小規模事業者のお悩み解決 

 北海道よろず支援拠点   

売上拡大や資金繰りなどの経営課題に向けて、専門のコ

ーディネーター等が無料で相談に対応します。 

ご 予 約 
お問合せ 

０１１－２３２－２４０７ ☎ 

✉ soudan@hsc.or.jp 

札幌本部 
開設時間 9:00～17:30 

(土・日・祝日・年末年始(12/29～1/3)除く) 

札幌市中央区北 1条西 2丁目 経済センタービル 9階 

ホームページ：http://yorozu.hokkaido.jp/ 

安心できる地域づくり 

平取町を美味しく PR 



平成 28年分記帳決算等のご相談はお早めに ～ 事前準備で正しく申告しましょう ～ 

商工会では、個人事業主の青色決算・確定申告のご相談をお受け致しております。来年 3 月 15 日期日の確定申告に際

してお早めの準備をお願いいたします。 

 記帳機械化を申し込まれている事業主の方は、日記帳はまとめて提出するのではなく、1 ヶ月ごとの提出をお願いいた

します。また、一括決算をご希望の方でも資料等の提出はお早めにお願いいたします。特に「収用」「譲渡」「相続」「消

費税」等の特別な事案がある場合は、検討・確認に時間を要しますので、まずは年内に一度ご相談ください。 

 提出が著しく遅い場合にはご相談に応じかねる場合もありますので、ご了承ください。 

 ●今後の決算・確定申告におけるスケジュール 

 ① 決算等資料の提出 ～ 随時（担当職員と打ち合わせの上、提出ください。） 

 ② 年末調整事務   ～ 給与額確定の後速やかに商工会へ資料を提出してください。 

              （源泉税納期限：納期の特例の承認を受けている場合 平成 29年 1月 20日（金）） 

 ③ 決算・確定申告  ～ 相談は随時承っておりますが、直接指導（申告書の作成）は平成 29年 1月 20日頃より開

始いたします。 

金融情報 ～ 商工貯蓄共済に加入することで受けられるお得な融資制度があります ～ 

商工貯蓄共済 第三者保証融資 

資金使途 返済期間 融資限度額 
利 率 

保証人 
返済期間 利 率 

運転 5年以内 
下記 ①参照 

3年以内 1.50% 

下記 ②参照 5年以内 1.55% 

設備 10年以内 10年以内 1.60% 

    ①融資限度額 積立金が 1150万円未満の場合             融資対象積立金額の 2倍以内 

 ■融資限度額 積立   〃が 1150万円以上 100万円未満の場合 融資対象積立金額＋150万円 

 ■融資限度額 積   立〃が 1100万円以上 250万円未満の場合 融資対象積立金額＋300万円 

 ■融資限度額 積   立〃が 1250万円以上 400万円未満の場合 融資対象積立金額＋400万円 

 ■融 限度額 積立   〃が 1400万円以上 250万円未満の場合 融資対象積立金額＋500万円 

    ②保証人：法人の場合 → 代表者個人 1名及び第三者 1名以上を必要とします。 

         個人の場合 → 専従者又は生命保険金受取人のうち 1名及び第三者 1名以上を必要とします。 

 お得な融資を受けるには…商工貯蓄共済に加入しましょう 

  ・融資のほか、貯蓄・保障の 3つの機能がついた商工会員とその家族、従業員が加入できる共済制度です。 

  ・詳細は商工会までお問い合わせください。 

共済情報 ～ 節税で、今日からおトク。確かな備えで、未来もナットク。～ 

 小規模企業共済制度  みなさまのおかげで 50 周年 

 POINT 従業員 20名以下（※）の企業経営者（個人事業主または会社の役員）のための制度です。 

※宿泊業・娯楽業を除くサービス業と商業（卸売業・小売業）の場合は常時使用する従業員が 5名以下 

POINT 掛金は全額「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。 

 POINT 掛金は月 1,000円～70,000円の範囲内で自由に設定可能。いつでも変更できます。 

 PＯINT 共済金は、退職・廃業時に受取り可能。満期や満額はありません。 

        どれだけおトク？ ※中小機構の HP（www.smrj.go.jp/skyosai/）でご自身の節税額を確認できます。 

 [例] 課税される平均所得金額が 400 万円、月々3 万円の掛金を 15 年間納付後、共済金を受取る場合 

          共済金（個人事業廃止、会社等解散の場合など）6,033,000 円（掛金合計＋633,000 円） 

節税額（所得税＋住民税）合計：109,500円×15年＝1,642,500円 合計2,275,500円もおトク！！ 
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